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告 示

�愛媛県告示第２２１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、愛南町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は愛南町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、愛南町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２１８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市畑里乙１７３の１、乙１７５の１０

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第２２１７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２１９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 道路の区域変更（県道新居浜港線）………………………………１２８２

○ 道路の供用開始（県道才之原菊間線）……………………………１２８２

○ 道路の区域変更（一般国道４４０号）………………………………１２８２

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）………………………………１２８２

○ 道路の区域変更（県道柳谷美川線）………………………………１２８３

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………１２８３

○ 都市計画事業の認可…………………………………………………１２８３

○ 道路の位置の指定……………………………………………………１２８３

監 査 公 表

○ 監査結果に基づく措置の公表………………………………………１２８３

公安委員会規則

○ 愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則等の一部を改正す

る規則…………………………………………………………………１２８４

○ 特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則

の一部を改正する規則………………………………………………１３０４

選挙管理委員会告示

○ 解職の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………１３０４

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

愛南町防城成川７０の３、７１、７８の２及び７８の３の
地先 ９６１．５９

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

防城成川 愛南町防城成川７０の３、７１、７８の２及び
７８の３の地先公有水面埋立地 ９６１．５９

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１９２１３１ 社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町
２－８－１２ 太 田 恵理子 児童短期入所 児童短期入所事業所

あゆみ苑
新居浜市西の土居町
２－８－１２

平成１７年
１２月１５日

毎週（火・金）曜日発行 第１７２２号 平成１７年１２月２６日

平成１７年１２月２６日月曜日 第１７２２号

愛 媛 県 報

１２７９
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�愛媛県告示第２２２０号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

松山市

２ 事業の種類

市道生石２１２号線改築工事（愛媛県松山市南吉田町地内

）並びにこれに伴う県道交差点改良工事及び農業用水路付

替工事

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県松山市南吉田町地内

� 使用の部分

愛媛県松山市南吉田町地内

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各

号の要件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定

をしたものである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性

申請に係る事業は、愛媛県松山市南吉田町地内の県道

松山空港線との接続点を起点とし、松山空港に隣接する

市道生石１６３号線及び市道生石２０５号線を経由しながら

南東へ向かい、市道生石１１３号線を経由して市道生石２

１２号線と接続後、東進して同地内の県道伊予松山港線に

接続する延長９１６ｍの区間（以下「本件区間」という。

）を全体計画区間とする「市道生石２１２号線改築工事並

びにこれに伴う県道交差点改良工事及び農業用水路付替

工事（以下「本件事業」という。）」である。

本件事業のうち、「市道生石２１２号線改築工事（以下

「本体工事」という。）」は、道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第３条第４号の市町村道に関する事業であり、

また、本体工事の施工により必要とされる県道交差点の

改良工事は、同条第３号の都道府県道に関する事業であ

り、いずれも土地収用法第３条第１号に掲げる道路法に

よる道路に関する事業に該当する。さらに、本体工事等

により遮断される農業用水路の付替工事については、土

地収用法第３条第５号に掲げる地方公共団体が設置する

用水路に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性

市道生石１６３号線、市道生石２０５号線、市道生石１１３

号線及び市道生石２１２号線（以下「本路線」という。）

は、道路法第８条の規定により松山市長が市道に認定し

た道路であり、松山市は、同法第１６条の規定により本路

線の道路管理者であることから、起業者である松山市は

、本件事業を施行する権能を有すると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性

ア 得られる公共の利益

本件事業は、県道の交通渋滞を回避するために地域

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１３）第１１２２８号 平成１３年
８月２３日 松永設備 松永 郁雄 喜多郡内子町南山４６７ 平成１７年

１１月２日 管工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１１５４７号 平成１４年
６月１０日 白石総合建設� 白石 栄二 松山市森松町６７９ 平成１７年

１１月１１日 防水工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１２）第１２１５７号 平成１３年
１月５日 �承兵 片岡多賀志 松山市上伊台町乙１９８

－１
平成１７年
１１月１１日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１２）第３６８８号 平成１２年
１２月２８日 愛媛緑化防災工業� 石橋 利彦 松山市東方町甲１７５ 平成１７年

１１月１５日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第１２４９２号 平成１３年
１２月１３日 マサキ興発� 澤邊 輝男 伊予郡松前町大字浜５２

８－２
平成１７年
１１月１６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１１４３８号 平成１４年
２月１２日 �石崎 石崎 智揮 宇和島市野川甲１２２９ 平成１７年

１１月２１日 電気工事業 建設業の廃止

（特－１３）第３３９号 平成１３年
１１月１０日 �清水建設 清水 里香 西予市野村町惣川１６８ 平成１７年

１１月２２日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１３）第１０２９６号 平成１３年
１０月１９日 �公越 越智 昭三 松山市衣山３－６－８ 平成１７年

１１月２４日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第７６０３号 平成１３年
５月７日 養徳産業� 岡田 健 今治市伯方町有津甲８４

８
平成１７年
１１月２５日

土木工事業
しゅんせつ工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１５４４３号 平成１５年
１０月２８日 �三共 西岡 武子 松山市南江戸４－１１１６

－２
平成１７年
１１月２８日 塗装工事業 建設業の廃止

（一部）

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２８０
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内の各市道へ流入してくる交通量を安全かつ円滑に処

理することを目的とし、片側歩道を有する幅員１０ｍの

線形良好な２車線道路を建設するものであり、松山空

港周辺地域の環境整備を行う松山空港地域活性化基盤

施設整備事業の一環として計画された事業である。

今回事業を行う愛媛県松山市南吉田町地域は、松山

空港が存するとともに、重要港湾松山港に隣接し、工

場、営業所、住家等が集中し、産業活動に伴う通過交

通と地域内交通とが混在する地域である。これらの交

通量が原因となって、地域内の幹線道路である県道伊

予松山港線及び県道松山空港線が交差する南吉田交差

点は、慢性的な交通渋滞が発生しており、その交通混

雑を回避するため、地域内の各市道が利用されている

状況である。

しかしながら、地域内の各市道は、いずれも幅員が

約２～４ｍと狭小で車両同士のすれ違いが困難な上、

住居等が連担しているにもかかわらず、歩車道の区別

のない混合交通であることから、車両及び歩行者の安

全かつ円滑な交通に支障を来たしている。中でも市道

生石５号線及び市道生石１１５号線は、県道伊予松山港

線から流入してくる交通量が特に多い路線であるため

、朝夕のラッシュ時には交通渋滞が生じるなど、生活

道路としての機能が著しく阻害されている。

本件事業の完成により、県道伊予松山港線及び県道

松山空港線から発生する交通の円滑な分散導入が確保

され、地域内の各市道の交通混雑の解消や安全性等の

向上が図られるとともに、両県道の交通混雑の緩和や

松山空港周辺地域の環境整備に寄与するものと認めら

れる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の

利益は、相当程度存在するものと認められる。

イ 失われる利益

本件事業が生活環境等に及ぼす影響については、本

件事業は環境影響評価法（平成９年法律第８１号）等に

基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるため、

環境影響評価は実施されていないが、工事の施工に当

たっては、低騒音型、低振動型建設機械を使用し、騒

音、振動を抑制する対策を講じているため、生活環境

への影響は軽微である。また、本件事業の起業地及び

その周辺は、自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）

等に基づく自然環境保全地域に指定されていないため

、自然環境への影響は軽微であると推測される。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は

軽微であると認められる。

ウ 事業計画の合理性

本件事業は、地域内の各市道の安全性等の向上を主

な目的とし、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）第

４種第２級の規格に基づき、２車線道路を建設する事

業であり、本件事業の事業計画は、道路構造令等に定

める規格に適合していると認められる。

また、本件区間におけるルートの選定に当たっては

、北側ルート案、南側ルート案、現道利用ルート案（

申請案）の３案について検討が行われている。申請案

は、北側ルート案と比べ、支障物件が少なく、南側ル

ート案と比べ、潰地面積が少なく、残地の有効利用が

容易であり、地域住民に与える影響が最も少ないこと

、工事施工上、技術的に容易であること、３案中事業

費が最も廉価であることなどから、社会的、技術的及

び経済的な面を総合的に勘案すると、最も合理的であ

ると認められる。

したがって、本件事業の事業計画については、合理

的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共

の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られる公共

の利益は失われる利益に優越すると認められる。したが

って、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与

するものと認められるので、土地収用法第２０条第３号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性

ア 事業を早期に施行する必要性

�アで述べたように、県道から流入してくる交通量
により、地域内の各市道の安全性等に支障を来たして

いる状況であり、本件事業を早期に施行する必要性は

高いものと認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計

画に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、すべて本件事業の用に恒久的

に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用

としていることから、収用又は使用の範囲の別につい

ても合理的であると認められる。

したがって、本件事業は土地を収用し、又は使用する

公益上の必要があると認められるため、土地収用法第２０

条第４号の要件を充足すると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の

要件を充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

松山市役所

�愛媛県告示第２２２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２８１
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�愛媛県告示第２２２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
西条市丹原町願連寺２２２番１地先から

同町池田１７０２番１地先まで
平成１７年１２月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜港線
新居浜市本郷一丁目８３６番１４から

同市本郷一丁目１９０３番７まで

旧 ８．２～９．６ ０．３５８

新 ２０．０～２３．７ ０．３５８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 才之原菊間線
今治市菊間町浜３２０１番４から

同町浜３１５２番２まで
平成１７年１２月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町柳井川字永野３４５６番２から

同字４２３４番まで

旧 ６．０～３９．０ ０．３１１

新 ６．０～３９．０
６．８～５２．０

０．３１１
０．２４９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市松柏甲１番３から

同市松柏甲１３番２まで

旧 ８．８～１０．５ ０．０３９

新 ８．８～１７．５ ０．０３９

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号
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監 査 公 表
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�愛媛県告示第２２２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、今治広域都市計画道路事業３・４・５２高地延喜線

（今治市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１２年１０月１３日から

平成１９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第２２２９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予市下吾川字馬塚１１８３番１及び同地先水路

２ 申請人の住所氏名

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社 亀岡 代表取締役 亀岡 英文

３ 図面省略

�公表第３４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�愛媛県告示第２２２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年１２月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡久万高原町西谷字茗荷１６５８番３から

同字１６３４番１まで

旧 ９．２～１６．６
３．８～１０．４

０．０４０
０．０６０

新 ９．２～１６．６ ０．０４０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７四土（開）第２０号

平成１７年１２月９日

四国中央市三島朝日一丁目字俵木５５９番１、５４４番１、５４５番、５４６番
及び５４６番地先農道並びに同市三島宮川二丁目字古池６６７番７及び６６
７番８

四国中央市三島朝日一丁目１番３０号
株式会社石松
代表取締役 竹 本 哲 也

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

保 健 福 祉 課 平成１６年１１月５日

子 育 て 支 援 課 平成１６年１１月１０日

（監査の結果）

１ 生活安定福祉基金における生活安定資金貸付金については、償

還金未収入金の収入確保になお一層の努力が望まれる。

（保健福祉課）

２ 児童扶養手当の返還金未収入金については、収入確保になお一

層の努力が望まれる。 （子育て支援課）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についてもなお一層の努力が望まれる。（収入未済額１０５，８４０，７

１０円（うち滞納繰越分９２，５４７，３１８円））

なお、貸付の実行にあたっては、貸付金償還金が本特別会計に

おける貸付金の財源であることを、資金借受者に十分説明するな

ど、収入未済額の発生を未然に防止する効果的な対策を講じられ

たい。 （子育て支援課）

４ 母子寡婦福祉資金貸付金に係る違約金の不徴収の承認手続に留

意を要するものが認められた。 （子育て支援課）

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１２号
愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則等の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１７年１２月２６日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則等の一部を

改正する規則

（愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則の一部改正）

第１条 愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則（平成１４

年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正

する。

第１０条中「第２２条第３項」を「第２２条第５項」に改める

。

様式第１号注１を削り、同様式注２を同様式注１とし、

同様式注３を同様式注２とする。

（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正）

第２条 取消処分者講習の実施に関する規則（平成１５年愛媛

県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

様式第５号本籍の項を削る。

（愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正

）

第３条 愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則（平成

１７年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改

正する。

第９条第１項中「の認定申請書」の下に「の様式」を加

える。

様式第１号から様式第１８号までを次のように改める。

（措置の内容）

１ 未収入金の収入確保については、市町村に対し、市町村担当者

が借受人や連帯保証人を訪問し、生活状態等の確認や償還督励等

を行い、その結果を県に報告するよう、また、行方不明者につい

ても追跡調査を行うよう要請して債権回収等に努め、その結果、

平成１５年度末の未収入金２１，７０８件７２，１２９，６３０円のうち平成１６年度

は、５４８件１，９１８，７９０円を回収した。

今後とも借主の生活状況に応じた適切な償還指導により、収入

の確保など債権の整理に努めたい。 （保健福祉課）

２ 児童扶養手当返還金については、過払金返納対象者に対して同

手当の受給資格喪失等に伴う返還金が発生していることを市町村

を通じて十分説明のうえ適期収入に努めている。前年度から滞納

となっていた者については、督促状及び催告書の送付など納入指

導に努めた結果３２，０４１，２７０円のうち、１，０８５，８２０円が１６年度内に

返納された。

過払いによる返還金は、主に受給者の受給資格に関する届出遅

滞により発生していることから、今後とも市町に対して、受給者

に対する現況届や資格喪失届の提出指導、関係部門との連携及び

関係公簿等の確認について周知徹底を図り、返還金発生の未然防

止に努めたい。 （子育て支援課）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については、

資金の貸付申請時において母子自立支援員による制度の十分な説

明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還開始直前には必

要に応じて借受者に償還が始まる旨を連絡するなど、適期収入に

努めた。滞納となった者については、督促状の発送、滞納状況に

関する通知及び本人または保証人への電話、訪問を行うなど償還

指導に努めた。その結果、前年度からの滞納分１０５，８４０，７１０円の

うち、３，５１２，０３９円が１６年度内に納入された。

貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であること

から、今後とも、借受者の生活状況に応じた適切な償還指導によ

り収入の確保に努めたい。

また、償還金の返済方法は、これまで納入通知書による金融機

関窓口での現金納入のみであったため、利便性確保及び適期収入

を目的として、平成１６年１０月から新たに口座振替制度を導入し、

仕事や育児負担をもつ借受者の負担軽減を図った。

なお、貸付実行に際しては、申請時における制度説明や無理の

ない償還計画に基づく適正な貸付額の設定、貸付決定時における

保証人への貸付決定通知等により、収入未済の未然防止に努めた

い。 （子育て支援課）

４ 災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払う

ことが出来なかった借受者に対しては、違約金不徴収願の提出指

導を行うなど違約金事務取扱要領に基づき適正な手続を行うこと

としたい。 （子育て支援課）

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２８４



様式第１号（第２条、第５条関係） 登録（登録更新）申請書

※受理年月日 年 月 日
※受 理 番 号
※登録年月日
※登 録 番 号

登 録 （ 登 録 更 新 ） 申 請 書

第 ２ 項 の 規 定
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の８

第７項の規定において準用する同条第２

に よ り 登 録
の申請をします。

項の規定により登録更新

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（ふりがな）

法 人 の 名 称

主たる事務所
の 所 在 地 電話（ ） －

法 人 の 種 類 １ 株式会社 ２ 有限会社 ３ 財団法人 ４ 社団法人
５ その他（ ）

（ふりがな）

代表者の氏名 �

登録通知書に記載されている登録年月日 年 月 日 登録
登録通知書に記載されている登録番号 第 号

（登録更新申請の場合のみ記載）

※

添
付
書
類

［法人関係］
□ 定款・寄付行為等
□ 登記簿の謄本
□ 役員の氏名及び住所を記載した名簿
□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書
□ 資機材を保有する旨の誓約書
□ 駐車監視員資格者証の写し（２名以上）
□ 事務所に係る資料

［各役員関係］
□ 戸籍謄本又は抄本
□ 登記事項証明書
□ 診断書

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号
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様式第２号（第２条関係） 役員名簿

役 員 名 簿

（ふりがな）

法人の名称 所在地

役

員

番号 役 職 名
（ふりがな）

氏 名 生 年 月 日 住 所

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

注１ 番号１の欄には、代表者を記載すること。
２ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛
媛

県
報

平
成
１７
年
１２
月
２６
日

第
１７２２

号

１２８６



様式第３号（第２条関係） 誓約書

誓 約 書

当法人は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の８第３項各号に掲げる次のい
ずれにも該当しないことを誓約します。

１ 道路交通法第５１条の１０の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して
２年を経過しない法人

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員
、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる
者を含む。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

� 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を犯し罰
金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
算して２年を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年愛
媛県公安委員会規則第６号）第３条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うお
それがあると認めるに足りる相当な理由がある者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第１２条若
しくは第１２条の６の規定による命令又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受
けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

� アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

� 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規
則で定めるもの

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

年 月 日

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号
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様式第４号（第２条関係） 誓約書

誓 約 書

当法人は、車両、携帯電話用装置その他の無線通話装置、地図、写真機及び電子計

算機を用いて確認事務を行うものであることを誓約します。

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

年 月 日

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２８８



様式第５号（第３条、第４条、第５条関係） 登録簿

登 録 簿

登録番号 法 人 の 名 称 代表者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 登録（登録更新）年月日 備 考

注１ 備考欄には、登録の取消し、登録変更等の内容を記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛
媛

県
報

平
成
１７
年
１２
月
２６
日

第
１７２２

号

１２８９



様式第６号（第４条関係） 登録（登録更新）通知書

第 号

登 録 （ 登 録 更 新 ） 通 知 書

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） 殿

第１項
次のとおり登録簿に記載し、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の８

第６項

に 規 定 す る 登 録
を行ったので通知します。

に規定する登録の更新

登録（登録更新）年月日 年 月 日（有効期限 年 月 日）

登 録 番 号 第 号

（注：登録の更新は、有効期限の 月前から 月前までの間に申請してください。）

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９０



様式第７号（第４条関係） 登録（登録更新）申請に関する通知書

第 号

登録（登録更新）申請に関する通知書

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） 殿

第１項
年 月 日付けの道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の８

第６項
に 規 定 す る 登 録

の申請については、次の理由により登録（登録更新）しないこと
に規定する登録の更新

としたので通知します。

理 由

この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知っ

た日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０―８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２番地２
愛媛県警察本部交通部交通指導課
電話（０８９）－９３４－０１１０

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９１



様式第８号（第６条関係） 登録取消処分通知書

第 号

登 録 取 消 処 分 通 知 書

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） 殿

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の１０の規定により、登録（登録番号

第 号）を次の理由により取り消したので通知します。

理 由

この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知っ

た日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０―８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２番地２
愛媛県警察本部交通部交通指導課
電話（０８９）－９３４－０１１０

注 登録取消処分に係る聴聞の通知を行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条第
３項に規定する方法により行い、かつ、被処分者が聴聞の期日に出頭しなかった
場合にあっては、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定による教示も
併せて行うこと。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９２



様式第９号（第７条関係） 駐車監視員資格者講習受講申込書

（表）

※受 理 年 月 日 年 月 日
※受 理 番 号
※修了証明書交付年月日 年 月 日
※修 了 証 明 書 番 号

駐車監視員資格者講習受講申込書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

申

込

者

本 籍

住 所

〒 －

自宅電話 携帯電話
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名 �

生 年 月 日 年 月 日生 写 真

勤 務 先 そ
の 他 の 連
絡 先

電話

実

施

※受講年月日

（修了考査）

年 月 日
から２日間

（ 年 月 日） ※修了考査の結果 合 ・ 否
※受 講 場 所

※受 講 番 号

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 記名押印に代えて署名することができる。
３ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ
３．０センチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものとする。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９３



（裏）

注 意 事 項

駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）第５１条の１３第１項第２号に掲げる次のいずれかに該当する場合には、

駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。

� １８歳未満の者

� 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を

犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがな

くなった日から起算して２年を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年国

家公安委員会規則第２３号）第３条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行

うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

１２条若しくは第１２条の６の規定による命令又は同法第１２条の４第２項の規定に

よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して２年

を経過しないもの

� アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

� 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができない者

� 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して２年を経

過しない者

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９４



様式第１０号（第８条関係） 駐車監視員資格者講習修了証明書（認定書）再交付申請書

※受 理 年 月 日 年 月 日
※受 理 番 号
※証明書再交付年月日 年 月 日

駐車監視員資格者講習修了証明書（認定書）再交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

申

請

者

本 籍

住 所

〒 －

自宅電話 携帯電話
（ふりがな） 性

別
男 ・ 女

氏 名 �

生 年 月 日 年 月 日生

勤 務 先
電話

証

明

書

番 号

交付年月日

再交付を申請

す る 事 由

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 記名押印に代えて署名することができる。
３ 「再交付を申請する事由」欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。
４ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９５



様式第１１号（第９条、第１０条、第１１条関係） 駐車監視員資格者認定申請書

※受 理 年 月 日 年 月 日
※受 理 番 号
※認 定 年 月 日 年 月 日
※認 定 書 番 号

駐 車 監 視 員 資 格 者 認 定 申 請 書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

申

請

者

本 籍

住 所

〒 －

自宅電話 携帯電話
（ふりがな）

性
別 男・女

氏 名
�

生 年 月 日 年 月 日生
写 真

勤務先その

他の連絡先
電話

実

施

※認定考査日

※受検場所 ※認定考査の結果 合 ・ 否

※受検番号

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 記名押印に代えて署名することができる。
３ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長
さ ３．０センチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものとする。

４ 確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１６年国家公安委員会規則第２３号
）第１０条第１項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付す
ること。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９６



様式第１２号（第１１条関係） 駐車監視員資格者認定申請に関する通知書

第 号

駐車監視員資格者認定申請に関する通知書

（住所）

（氏名） 殿

年 月 日付けの道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の１３第１項

第１号ロの規定による駐車監視員資格者認定の申請については、次の理由により認定しな

いこととしたので通知します。

理 由

この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知った日から

６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０―８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２番地２

愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９７



様式第１３号（第１２条関係） 駐車監視員資格者証交付申請書

※受 理 年 月 日 年 月 日

※受 理 番 号

※交 付 年 月 日 年 月 日

※資 格 者 証 番 号

駐車監視員資格者証交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

申

請

者

本 籍

住 所

〒 －

自宅電話 携帯電話

（ふりがな） 性

別

男・女
氏 名

� 写 真

生 年 月 日 年 月 日生

勤務先その

他の連絡先
電話

証

明

書

番 号

交付年月日

※
添
付
書
類

□ 修了証明書又は認定書
□ 戸籍謄本又は抄本
□ 登記事項証明書
□ 診断書
□ 誓約書
□ 写真２枚（うち１枚はり付け）

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 記入押印に代えて署名することができる。
３ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ
３．０センチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものとする。
なお、添付する写真については、裏面に氏名と撮影年月日を記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９８



様式第１４号（第１２条関係） 誓約書

誓 約 書

私は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の１３第１項第２号イからハ

までに掲げる次のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

� １８歳未満の者

� 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を
犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることが
なくなった日から起算して２年を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１６年国
家公安委員会規則第２３号）第３条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行
うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第
１２条若しくは第１２条の６の規定による命令又は同法第１２条の４第２項の規定に
よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して２年
を経過しない者

� アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

� 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及
び意思疎通を適切に行うことができない者

� 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して２年を経
過しない者

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

年 月 日

住 所

氏 名 	

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１２９９



様式第１５号（第１３条関係） 駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書

第 号

駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書

（住所）

（氏名） 殿

年 月 日付けの道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の

１３第１項に規定する駐車監視員資格者証の交付の申請については、次の理由によ

り交付しないこととしたので通知します。

理 由

この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知っ

た日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０―８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２番地２

愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１３００



様式第１６号（第１４条関係） 駐車監視員資格者証書換え交付申請書

※受 理 年 月 日 年 月 日

※受 理 番 号

※交 付 年 月 日 年 月 日

駐車監視員資格者証書換え交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

申

請

者

本 籍

住 所

〒 －

自宅電話 携帯電話
（ふりがな） 性

別
男・女

写 真

氏 名 �

生 年 月 日 年 月 日生

勤務先その
他の連絡先

電話

資
格
者
証
番
号

資 格 者 証

番 号

交付年月日

書換え交付を
申請する事由

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 記名押印に代えて署名することができる。
３ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ
３．０センチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものとする。

４ 「書換え交付を申請する事由」欄には、変更事項の内容及びその理由を記載す
ること。

５ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号

１３０１



様式第１７号（第１５条関係） 駐車監視員資格者証再交付申請書

※受理年月日 年 月 日

※受 理 番 号

※交付年月日 年 月 日

駐車監視員資格者証再交付申請書

年 月 日
愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

申

請

者

本 籍

住 所

〒 －

自宅電話 携帯電話
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名 �

生 年 月 日 年 月 日生

勤務先その
他の連絡先

電話

写 真

資
格
者
証
番
号

資 格 者 証

番 号

交付年月日

再 交 付 を
申請する事由

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 記名押印に代えて署名することができる。
３ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ
３．０センチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものとする。

４ 「再交付を申請する事由」欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。
５ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年１２月２６日 第１７２２号
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様式第１８号（第１６条関係） 駐車監視員資格者証返納命令書

第 号

駐車監視員資格者証返納命令書

（住所）

（氏名） 殿

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の１３第２項の規定により、駐車監視

員資格者証（第 号）の返納を命ずる。

理 由

この返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から１０日以内に当該駐車監視員資

格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

なお、この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知っ

た日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０―８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２番地２
愛媛県警察本部交通部交通指導課
電話（０８９）－９３４－０１１０

注 登録取消処分に係る聴聞の通知を行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条第３
項に規定する方法により行い、かつ、被処分者が聴聞の期日に出頭しなかった場合
にあっては、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定による教示も併せて
行うこと。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

選挙管理委員会告示

附 則

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。ただし、第

１条の規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県公安委員会規則第１３号
特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規

則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１７年１２月２６日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関す

る規則の一部を改正する規則

特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規

則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条、第６条、第８条及び様式第１号中「通常講習」を

「シニア運転者講習」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第８７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定によ

る解職の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次

のとおりである。

平成１７年１２月２６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 選挙権を有する者の総数 ２０，００６

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ６，６６９

平成１７年１２月２６日 印刷
平成１７年１２月２６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１３０４
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